
個別避難計画

※災害発生時は、支援者も、自身の安全が最優先となります。
計画を定めたから必ず支援が受けられるというものではなく、支援者
等に法的な義務や責任が発生するものではありません。

※対象者には、通知を送付いたします。
お問い合わせは、危機管理室までお願いいたします。

個別避難計画って何？

災害発生時、自分で避難することが出来ない方を支援できるよう、対象
者一人一人について、避難を支援する方、避難先、留意事項などを明確
にする計画です。

支援を受ける方（対象者）は誰？

避難支援等関係者（自治会・
町内会・民生委員など）へ配
布している「避難行動要支援
者名簿」に登録している方で
す。

誰が作成するの？

原則、支援を受ける方本人、
又は、ご家族の方に作成して
いただきます。
※作成が難しい場合は、所沢
市危機管理室までお問い合わ
せください。

何を計画するの？

・支援を受ける方の情報
・支援を行う方の情報
・避難先・避難経路の情報
・避難時の特記事項
を定めることで、災害発生

時の避難、避難支援を迅速に
行えるようにするものです。

支援を行う方は誰がなるの？

原則、どなたでも支援者にな
れます。
基本的には、ご家族、近隣の
親戚、ご近所の方が望ましい
と考えております。
記入する際は、支援者の方に
了承をいただき、記載してく
ださい。

所沢市危機管理室
04-2998-9399 詳しくは。ＱＲコード又は、

『所沢市 個別避難計画』で検索

の作成を進めます
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